
麻生区 

更新日︓令和 5 年 5 月 17 日 

新型コロナウイルス対策に関する対応状況 

○麻生区本部の活動状況 
・第１回区本部会議を開催し、区本部長および危機管理室への情報提供フローを確認した。（R2/1/31） 
・第２回区本部会議を開催し、相談センターの設置時期及び区内の対策医療機関について確認を行

った。（R2/2/５） 
・第 3 回区本部会議を開催し、全市の対応及び区内の動向について共有を行った。（R2/2/19） 
・第４回区本部会議を開催し、全市の対応及び区内の動向、イベントの対応方針について共有を行

った。（R2/2/25） 
・第５回区本部会議を開催し、全市の対応及び区内の動向、イベント対応及び消毒液・マスク配布

方針について共有を行った。（R2/2/26） 
・第６回区本部会議を開催し、全市の対応及び区内の動向、市立学校の休校等について共有を行っ

た。（R2/2/28） 
・麻生区危機管理推進会議を開催し、新型コロナウイルスに関する麻生区の当面の対応や、市が主

催するイベントの自粛について、区職員の感染発生に伴う服務取扱い等を全管理職対象に情報共
有を行った。（R2/3/4） 

・第７回区本部会議を開催し、区内の動向、イベント対応情報や、庁舎内換気ルール等について共
有を行った。（R2/3/4） 

・第８回区本部会議を開催し、市本部会議の内容や、区管理施設の対応情報について情報共有を行
った。（R2/3/6） 

・第９回区本部会議を開催し、市内における感染者発生状況や、職員用マスクの配布方針等につい
て情報共有を行った。（R2/3/13） 

・第 10 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容や、区内の感染者の動向について情報共有を行っ
た。（R2/3/23） 

・第 11 回区本部会議を開催し、区内の感染者の動向、4 月以降のイベントについての考え方、窓口
対応職員のマスク着用について情報共有を行った。（R2/3/26） 

・第 12 回区本部会議を開催し、区内の感染者の動向や、次回市本部会議の関連項目について情報共
有を行った。（R2/3/26） 

・第 13 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容や、区内の感染者の動向について情報共有を行っ
た。（R2/3/30） 

・第 14 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容、区内の感染者の動向、BCP の考え方について
情報共有を行った。（R2/4/2） 

・第 15 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容、区内の感染者の動向、BCP の考え方について
情報共有を行った。（R2/4/６） 



・第 16 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容や、緊急事態宣言及び本市における業務継続計画
等を踏まえた職員の勤務体制、衛生課における感染症対策業務の増大を踏まえた応援体制、区内
の感染者の動向について情報共有を行った。（R2/4/7） 

・第 17 回区本部会議を開催し、緊急事態宣言下における本市行政運営方針について情報共有を行っ
た。（R2/4/9） 

・緊急事態宣言下における不要不急の外出自粛を促す広報として、青色防犯パトロール車で放送し
ながら巡回したほか、区内の防犯情報を発信している「麻生セーフティメール（ASM）」で広報を
行った。（R2/4/10） 

・外出自粛中に家庭で取り組めることの情報やポイントを掲載した特集ページ「Stay Home あさ
お」を区ホームページ内に作成・公開した。（R2/4/13） 

・第 18 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容について情報共有を行ったほか、BCP 発動を見
据えて、各課に対応の検討を指示した。（R2/4/14） 

・第 19 回区本部会議を開催し、「緊急事態宣言下における本市行政運営方針等を踏まえた庁内応
援・勤務体制の考え方」に関する服務の取扱い等について情報共有を行った。（R2/4/16） 

・第 20 回区本部会議を開催し、BCP 発動に向けて各課に体制の整備と報告を指示した。
（R2/4/17） 
・第 21 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容、BCP 発動を踏まえた勤務体制について情報共

有を行った。（R2/4/21） 
・第 22 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容、特別定額給付金の対応について情報共有を行っ

た。（R2/4/30） 
・第 23 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容を情報共有、衛生課や区民サービス部の支援につ

いて検討を行った。（R2/5/7） 
・第 24 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容を情報共有、特別定額給付金の対応について検討

を行った。（R2/5/15） 
・第 25 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容を情報共有、特別定額給付金の対応について情報

共有を行った。（R2/5/21） 
・第 26 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容、BCP 解除について情報共有を行った。

（R2/5/25） 
・第 27 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容について情報共有を行った。（R2/6/9） 
・第 28 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容について情報共有を行ったほか、避難所における

感染症対策や、感染者・濃厚接触者が今後増加した場合の検査体制について確認した。
（R2/7/8） 

・第 29 回区本部会議を開催し、区役所プロジェクト会議、市本部会議の内容を情報共有、窓口対応
職員の感染症対策について課題の検討を行った。（R2/7/29） 

・職員向けに「感染症対策等を踏まえた緊急避難場所運営研修」を実施。e ラーニング、集合研修、
現地研修の 3 部構成で開催した。（R2/7 月〜9 月） 

・第 30 回区本部会議を開催し、区役所プロジェクト会議、市本部会議の内容を情報共有、麻生区内
の陽性患者の動向について確認を行った。（R2/8/19） 

・第 31 回区本部会議を開催し、区役所プロジェクト会議、市本部会議の内容を情報共有、麻生区内
の陽性患者の動向や他区の情報について確認を行った。（R2/9/16） 



・台風 14 号の接近に備え、濃厚接触者の避難先として市民館の開設準備を行った。（R2/10/9） 
・第 32 回区本部会議を開催し、区役所プロジェクト会議、市本部会議の内容を情報共有、麻生区内

の陽性患者の動向や他区の情報、家族感染の状況について確認を行った。（（R2/10/21） 
・第 33 回区本部会議を開催し、区役所プロジェクト会議、市本部会議の内容を情報共有、年末年始

の分散休暇取得の指示、市内クラスタの共有を行った。（R2/11/11） 
・第 34 回区本部会議を開催し、区役所プロジェクト会議、市本部会議の内容を情報共有、市内の感

染状況、職員が PCR 検査、年末年始の衛生課支援について協議を行った。（R2/12/23） 
・第 35 回（欠番） 
・第 36 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容を情報共有、緊急事態宣言下における本市行政運

営方針踏まえた麻生区における対応について協議した。（R3/1/8） 
・第 37 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容を情報共有、イベント開催のガイドラインについ

て協議を行った。（R3/1/12） 
・第 38 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容を情報共有、緊急事態宣言下における事業遂行で

の課題事項を確認、協議した。（R3/1/28） 
・第 39 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容を情報共有、コロナ禍おける高齢者虐待について

の動向を確認した。（R3/2/5） 
・第 40 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容を情報共有、ワクチン接種についての関連情報に

ついて確認を行った。（R3/2/17） 
・第 41 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容を情報共有、ワクチン集団接種の区の役割分担に

ついて確認を行った。（R3/3/５） 
・第 42 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容を情報共有、ワクチン集団接種の対応や緊急事態

宣言解除に伴うイベント開催について協議した。（R3/3/19） 
・第 43 回区本部会議を開催し、市本部会議の内容を情報共有、ワクチン集団接種の対応や変異株の

陽性患者情報を確認した。（R3/3/31） 
・第 44 回〜第 63 回区本部会議を開催（R3/4/14、R3/4/19、R3/4/27、 R3/5/11、R3/5/28、

R3/6/18、Ｒ3/6/29、R3/7/30、R3/8/18、R3/8/31、R3/9/30、R3/12/24、R４/1/20、  
R４/２/10、R4/3/17、R4/5/19、R4/8/9、R4/10/5、R4/11/10、R5/2/10、R5/4/28） 
※市本部会議の情報共有を行うと共に、課題の把握及び解決に向けた検討を行った。 

・職員向けに「感染症対策等を踏まえた緊急避難場所運営研修」を実施。e ラーニング、集合研修、
現地研修の 3 部構成で開催した。（R3/5 月〜７月） 

・R3 台風の接近に備え、自宅療養者の土砂警戒区域の確認、避難先として保健ホールの開設準備を
行った。（R3/８月〜10 月） 

・自主防災組織向けに「自主防災組織リーダー等養成研修」を実施。避難所でのコロナ対策につい
て講義を行った。（R3/11/24） 

・麻生区総合防災訓練の中で、感染症対策の講座を設け講義を行った。（R3/12/4） 
・避難所開設運営訓練の中で、感染症対策を講じた開設訓練を行った。（R4/12/17） 
 
○業務執行体制確保に向けた検討・取組 
・コロナ本部から新型コロナウイルス感染拡大に備えた業務執行体制の確保についての通知があり、

以下の対応を実施した。 



（１）保健所体制強化の取組み 
・市の方針を受けて、衛生課に対する庁内や局間の応援体制について庁内において検討し、業務

内容や必要人数を含む具体的な実施案を作成した。（R3/12/23） 
・新型コロナウイルス感染症対策区本部会議において、応援体制実施案を報告、情報共有をする

とともに庁内協力して衛生課を支援するよう指示をした。（R3/12/24） 
・支援局である経済労働局、選挙管理委員会事務局、監査事務局に対して、応援人数や業務等に

ついて説明し、局間応援についての協力を求めた。（R4/1/6） 
・区管理職会議において、衛生課に対する応援協力をあらためて指示をした。また、事務繁忙に

伴い事務ミスについての注意喚起を行った（R4/1/12） 
・衛生課業務(連絡業務、データ入力等)の区役所内応援を開始した。（R4/1/13） 
・衛生課業務(訪問、検体搬送等)の区役所内応援を開始した。（R4/1/14） 
・衛生課派遣職員増員に伴い、テレワークスペースを執務室として使用し、必要な物品の確保（R

４/１/20） 
（２）業務執行体制確保の取組み 

・区管理職会議において、業務継続を視野に入れて、業務の精査や業務見直しを実施するように
全管理職に指示をした。（R4/1/12） 

・毎回の区部長会議・区管理職会議において、情報共有を行っている。（随時） 
・各班・各課単位の防災研修において新型コロナウイルス感染症を踏まえた HUG（避難所運営ゲー

ム）を行った。（Ｒ4/9/1、R4/9/12） 
（３）感染防止対策の取組み 

・デジタルサイネージ等を利用して、市民や職員に対して手洗いの徹底など感染予防の啓発の実
施を開始する。（R3/12/20）  

・区管理職会議において換気対策をはじめ感染防止対策の徹底、症状がある職員についての出勤見
合わせ等を全管理職へ指示をした。（R4/1/12） 

・各課における感染症対策用品の不足状況を確認し、必要に応じて追加配備を行っている。（随時） 
 
 

 


